[bookmark: JUMP_SEQ_76][bookmark: MOKUJI_55][bookmark: _GoBack]第１号様式(第６条関係)

年　　月　　日　　
　猪苗代町長　二瓶　盛一　様
申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 氏　　名　　　　　　     　印
                　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤務先

猪苗代町定住促進事業補助金交付申請書

　下記のとおり定住促進事業補助金の交付を受けたいので、猪苗代町補助金等の交付等に関する規則第４条第１項及び猪苗代町定住促進事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。
記
	[bookmark: JUMP_SEQ_84]補助金交付申請額　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	

申
請
住
宅
概
要
	所在地
	猪苗代町

	
	用　　　　　途
	□一戸建て住宅
□併用住宅
	取得区分
	□新築住宅
□中古住宅

	
	建築確認年月日
	年　月　日
	完了検査年月日
	年　月　日

	
	規　　　　　模
（床面積）
	住宅部分
	住宅以外の部分
	合　　　計

	
	
	㎡
	㎡
	㎡

	入居開始年月日
	年　　月　　日


添付書類
(１)　対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(２)　居住用床面積が明らかになる図面及び計算書
(３)　取得した住宅の位置図及び写真
(４)　世帯全員の住民票（全部記載のもの）
(５)　世帯全員の市町村税に滞納がないことを証する書類（納税証明書等）
 (６)　誓約書（第２号様式）
(７)　その他町長が必要と認める書類（免許証など）

第２号様式(第６条関係)

年　　月　　日　　
　猪苗代町長　二瓶　盛一　様
申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 氏　　名　　　　　　　　　印


誓　約　書

　私は、猪苗代町の町民として、猪苗代町定住促進事業補助金の交付を受けた日から10年以上居住することを誓います。
　なお、猪苗代町定住促進事業補助金交付要綱第12条第１項各号のいずれかに該当することになったときは、同条第３項の規定に基づき補助金の全部又は一部を返還します。







【参考】
（補助金の返還）
第12条　町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(１)　虚偽の申請又はその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(２)　補助金の交付を受けた者が、入居した日から10年未満で住宅を譲渡したとき。
(３)　その他、町長が相当の理由があると認めたとき。
２　前項第２号の規定により補助金の返還を命ずる金額は、住宅取得後の年数に応じ、次のとおりとする。
(１)　１年以内のときは、補助金の全額
(２)　１年を超え３年以内のときは、補助金の10分の８の額
(３)　３年を超え５年以内のときは、補助金の10分の６の額
(４)　５年を超え７年以内のときは、補助金の10分の４の額
(５)　７年を超え10年未満のときは、補助金の10分の２の額
３　補助金の返還請求を受けた者は、当該請求額を町長が定める期限までに返還しなければならない。


第３号様式(第７条関係)
商観第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様

猪苗代町長　　　　　　　　　　　　　　

猪苗代町定住促進事業補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった猪苗代町定住促進事業補助金について、下記のとおり交付することを決定したので通知します。

記

１　交付決定額　　　　金　　　　　　　　　　円
２　交付の条件
　　猪苗代町定住促進事業補助金交付要綱第12条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、交付した補助金の返還を求める場合があります。
(１) 虚偽の申請又はその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(２) 補助金の交付を受けた者が、入居した日から10年未満で住宅を譲渡したとき。
(３) その他、町長が相当の理由があると認めたとき。


(教示)
１　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、猪苗代町長に対して審査請求をすることができます(なお、その期間内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
２　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、猪苗代町を被告として(訴訟において猪苗代町を代表する者は、猪苗代町長となります。)、決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、その期間内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、この決定について上記1の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(なお、その期間内であっても、その決定の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

第４号様式(第７条関係)
商観第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様

猪苗代町長　　　　　　　　　　　　　　

猪苗代町定住促進事業補助金不交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった猪苗代町定住促進事業補助金について、下記の理由により交付できませんので、猪苗代町定住促進事業補助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき通知します。

記

１　不交付理由







(教示)
１　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、猪苗代町長に対して審査請求をすることができます(なお、その期間内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
２　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、猪苗代町を被告として(訴訟において猪苗代町を代表する者は、猪苗代町長となります。)、決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、その期間内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、この決定について上記1の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(なお、その期間内であっても、その決定の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

第５号様式(第８条関係)

年　　月　　日　　

　猪苗代町長　二瓶　盛一　様

住　　所
氏　　名　　　　　　　　　印

猪苗代町定住促進事業補助金変更・中止承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け、猪苗代町指令第　　　号で交付決定のあった事業補助金について、下記のとおり変更・中止したいので、猪苗代町補助金等の交付等に関する規則第６条第1項及び猪苗代町定住促進事業補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１　補助金の交付決定年月日及び指令番号
　　　　　　年　　月　　日
　　猪苗代町指令第　　　　号

２　変更の理由

３　変更の内容














第６号様式(第９条関係)
年　　月　　日　　

　猪苗代町長　二瓶　盛一　様

住　　所
氏　　名　　　　　　　　　印


猪苗代町定住促進事業補助金実績報告書

　　　年度において、下記のとおり猪苗代町定住促進事業補助金事業を実施したので、猪苗代町補助金等の交付等に関する規則第13条第１項の規定により、その実績を報告します。
記
	不動産登記年月日
	土地　　  　　年　　月　　日
建物　　　  　年　　月　　日

	取得に要した費用
	　　　　　　　　　　円


添付書類
(１)　対象住宅に係る土地及び建物の登記事項証明書の写し
(２)　取得に要した費用が確認できる書類（請求書・領収書等）
(３)　上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類















第７号様式(第10条関係)
年　　月　　日　　

　猪苗代町長　二瓶　盛一　様

住　　所
氏　　名　　　　　　　　　印


猪苗代町定住促進事業補助金交付請求書

　　　　　年　　月　　日付け猪苗代町指令第　　　号で決定通知のありました猪苗代町定住促進事業補助金について、下記のとおり請求します。

記

１　請求金額　　　金　　　　　　　　　　　円

２　振　込　先
　　（１）金融機関名　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　　　　本店・支店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　　　　
                                    組合

　　（２）預金種別　　　　普通　・　総合　
　　 (３) 口座番号
　　 (４) 口座名義人（フリガナ）　

